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情報政策課 

 

 

議案第１０７号 

港区情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正について 

 

 

１ 改正理由 

個人情報の保護に関する法律（ 以下「 保護法」 と いいます。） の一部改正を

踏まえ規定を 整備する ほか、 港区議会が保有する 個人情報に係る審査請求に

ついての諮問に応じ るため、港区情報公開・ 個人情報保護審査会条例の一部を

改正し ます。  

 

２ 改正の内容 

（ １ ） 港区情報公開・ 個人情報保護審査会の審査対象に、 港区議会の個人情報の

保護に関する条例の規定による諮問を 加えます。  

（ ２ ） 保護法に基づく 個人情報保護制度と なるため、個人情報の根拠規定を 改正

し ます。  

 

３ 施行期日 

令和５ 年４ 月１ 日 
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こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 
 

 


